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（
質
問
の 

一
六
） 

答

弁

第

一

六

号 

   

衆
議
院
議
員
井
上
一
成
君
提
出
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
ア
サ
ハ
ン
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
す
る
我
が
国
の
経
済
協
力

に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
九
九
第
一
六
号 

昭
和
五
十
八
年
八
月
五
日 

衆

議

院

議

長 
福 

田 
 

一 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
井
上
一
成
君
提
出
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
ア
サ
ハ
ン
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
す
る
我
が
国 

の
経
済
協
力
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
に
お
け
る
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
錬
事
業
及
び
電
源
開
発
計
画(

以
下｢

ア
サ
ハ
ン
計
画｣

と
い
う
。)

は
、
基
本
的
に
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
と
我
が
国
民
間
企
業
と
の
合
弁
事
業
で
あ
る
が
、
政
府
と
し 

 
 

 

て
は
、
本
計
画
が
我
が
国
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
資
源
の
長
期
的
確
保
体
制
の
確
立
に
資
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
経
済
発
展
及
び
日
本
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
両
国
間
の
経
済
交
流
を
促
進
し
、
両
国
の
友
好
関
係
の
増
進
に

寄
与
す
る
こ
と
が
多
大
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
の
で
、
所
要
の
援
助
を
行
つ
た
も
の
で
あ
る
。
ア
サ
ハ
ン
計
画

の
当
初
所
要
資
金
は
、
昭
和
四
十
九
年
五
月
の
時
点
に
お
け
る
価
格
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、
当
初
見
積
り
後
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
で
資
機
材
・
労
務
費
等
の
価
格
が 



二
に
つ
い
て 

高
騰
し
た
こ
と
に
加
え
、
着
工
前
の
詳
細
調
査
の
結
果
、
一
部
に
設
計
変
更
が
生
じ
た
た
め
、
一
千
六
百
十
億

円
の
追
加
資
金
手
当
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
後
、
追
加
所
要
資
金
の
積
算
に
つ
き
検
討
し
た

結
果
、
政
府
と
し
て
も
、
当
該
資
金
追
加
が
妥
当
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
た
め
、
さ
き
に
述
べ
た
ア
サ
ハ

ン
計
画
に
対
す
る
我
が
国
の
経
済
協
力
の
意
義
を
踏
ま
え
援
助
を
行
う
こ
と
と
し
た
次
第
で
あ
る
。 

ア
サ
ハ
ン
計
画
の
当
初
所
要
資
金
二
千
五
百
億
円
及
び
追
加
所
要
資
金
一
千
六
百
十
億
円
の
対
象
別
内
訳 

は
、
次
の
表
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。 

    

四 

 



三
に
つ
い
て 

      
政
府
と
し
て
は
、
ア
サ
ハ
ン
計
画
実
施
の
た
め
政
府
関
係
機
関
か
ら
所
要
の
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
旨
昭

和
五
十
年
七
月
四
日
の
閣
議
に
お
い
て
閣
議
了
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
閣
議
了
解
は
、
本
計
画

の
経
済
的
採
算
性
を
も
十
分
検
討
し
た
上
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

な
お
、
ア
ル
コ
ア
社
及
び
カ
イ
ザ
ー
社
の
米
国
二
企
業
は
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
錬
事
業
の
み
に
関
心
を
寄
せ 

五 

 



四
に
つ
い
て 

て
い
た
た
め
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
錬
事
業
と
電
源
開
発
計
画
と
を
一
体
と
し
て
行
う
と
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府

の
方
針
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
最
終
的
に
参
加
を
断
念
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

ま
た
、
日
本
輸
出
入
銀
行
の
日
本
ア
サ
ハ
ン
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
株
式
会
社
に
対
す
る
融
資
の
返
済
方
法
に
つ
い

て
は
、
本
事
業
の
建
設
完
了
ま
で
の
期
間
が
極
め
て
長
期
に
わ
た
る
こ
と
な
ど
か
ら
収
支
見
通
し
等
を
見
極
め

つ
つ
確
定
す
る
こ
と
と
し
、
暫
定
的
な
償
還
期
限
を
設
定
し
て
い
る
が
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
に
償
還
期
限

の
到
来
し
た
承
諾
口
に
つ
い
て
は
、
本
事
業
の
建
設
が
い
ま
だ
進
行
中
で
あ
る
こ
と
等
を
勘
案
し
、
そ
の
償
還

期
限
を
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
ま
で
延
長
し
た
も
の
で
あ
る
。 

ア
サ
ハ
ン
計
画
の
現
地
法
人
で
あ
る
Ｐ
Ｔ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
ア
サ
ハ
ン
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
借
入
金
の
返
済
条
件

は
、
契
約
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
契
約
当
事
者
の
同
意
を
得
ず
に
公
表
す
る
こ
と
は
差
し
控

え
た
い
。 

六 

 



 

七 

五
に
つ
い
て 

我
が
国
の
経
済
協
力
は
、
あ
く
ま
で
相
互
依
存
と
人
道
的
考
慮
を
基
本
理
念
と
し
、
開
発
途
上
国
の
経
済
社

会
開
発
、
民
生
の
安
定
、
福
祉
の
向
上
を
支
援
す
る
と
の
方
針
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
追
加
資

金
供
与
の
要
請
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
の
目
的
達
成
の
見
込
み
及
び
右
要
請
に
対
す
る
援
助
が
真
に
必
要
か

ど
う
か
に
つ
い
て
慎
重
に
検
討
し
た
上
、
供
与
の
可
否
に
つ
き
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
よ
う

な
問
題
は
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




